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「令和４年度 森林づくりの動向等に関する年次報告」の概要 

令 和 ５ 年 ６ 月 

北海道水産林務部 

トピックス 

Ⅰ 森林吸収源対策の推進 

・ 道では、「ゼロカーボン北海道」の実現に向け、令和4年に見直した「北海道森林吸収源対策推進計画」におい

て、森林の二酸化炭素吸収量の目標をこれまでの1.8倍となる850万t-CO２に設定し、森林吸収源対策を推進。 

・ 高齢で二酸化炭素の吸収量が低下した人工林について、計画的な伐採と着実な植林による森林の若返りを図る

ため、木材生産や流通の効率化を図るスマート林業の取組や、「豊かな森づくり推進事業」による植林への支

援、下草刈りの機械化による造林・保育の低コスト化・省力化の取組等により、活力ある森林づくりを推進。 

・ 住宅建材や家具等への木材利用を進め、炭素固定量を増加させるため、北海道ボールパーク内の宿泊施設や、

コンビニエンスストア、認定こども園など、「HOKKAIDO WOOD BUILDING」の登録施設と連携し、木製登録証の

施設での掲示やSNSなどを活用したPRの実施により、道産建築材の利用を促進。 

・ 森林吸収源対策を一層推進するため、「ほっかいどう企業の森林づくり」制度の取組推進、道有林において企

業と連携して行う航空レーザ計測を活用した大規模な森林由来クレジット創出の試行的かつ先導的な取組に

より、企業等と連携した森林づくりを推進。 

Ⅱ 北海道立北の森づくり専門学院（略称：「北森カレッジ」）の取組 

・ 本道の林業・木材産業の即戦力となる人材を育成する北森カレッジでは、就業支援として、地域見学実習や

インターンシップ、合同企業説明会などを実施。令和4年度は34人が道内各地の林業・木材産業企業等に就職。 

・ 林業先進国フィンランドのリベリア林業専門学校との覚書に基づき、教育ノウハウの導入や高性能林業機械

シミュレーターを活用した教育プログラムの開発、教育体験研修など生徒と教職員の相互交流を実施。 

第１部 森林づくりの動向 

第１章 世界と我が国の森林の動向 

Ⅰ 森林づくりをめぐる国際情勢 

・ 令和2年(2020年)の世界の森林面積は約40億ha。1990-2000年の10年間では7,800万haの森林面積が減少したが、

2010-2020年の10年間では4,700万haの減少。 

Ⅱ 全国の森林づくりの動き 

・ 適切な森林管理による温室効果ガスの吸収量などを国がクレジットとして認証する「J-クレジット制度」の

見直しが行われ、主伐時の排出量の取り扱いなどが改正。森林由来クレジットの創出拡大が期待。 

・ 全国の森林面積は2,505万haで、国土面積に占める割合は66%。森林蓄積は52億m3。 

・ 令和3年の木材需要量は、8,213万m3と前年より769万m3増加したが、国内生産量より輸入量の増加幅が大きか

ったため、国産材自給率は前年より0.7ポイント低い41.1%。 

第２章 北海道の森林づくりの動向 

Ⅰ 森林・林業・木材産業の状況 

１ 森林の状況 

・ 本道の森林面積は554万haで、全国に占める割合は22%。 

・ 森林蓄積は8.5億m3で、全国に占める割合は16%。 

・ 植林面積は、利用期を迎えた人工林の伐採後の植

林が進んでいるが、苗木価格や労務費の上昇の影

響などにより、令和3年度には2年度より約300ha

減少し約8.1千ha。 

・ 間伐面積は、令和3年度には2年度より約1万ha増

加し約4.6万ha。 

２ 林業の状況 

・ 林業従事者数は、平成25年度以降おおむね横ばい

で推移しており、令和3年度の林業労働実態調査

では4,208人。 

３ 木材産業の状況 

・ 令和3年度の木材需要量は、674万m3と前年比

104.7%。道産木材自給率は、前年から1.9ポイント

上昇し、67.9%。  
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Ⅱ 北海道の森林づくりに関する取組 

１ 森林資源の循環利用の推進 

１-１ 森林の整備の推進及び保全の確保 

○ 森林資源の適切な管理 

・ 後志胆振、石狩空知、上川北部の3森林計画区で地域森林計画を樹立するとともに、市町村森林整備計画の

実行管理や森林経営計画の作成に対し支援。 

・ 森林総合クラウドシステムを整備し、市町村や森林組合と最新の情報を共有できる体制を構築。システム

を活用して森林経営計画の認定業務などを担当する市町村に対し、実務研修会を実施。 

○ 計画的な森林の整備 

・ 成長に優れ、二酸化炭素の吸収能力の高いクリーンラーチのさし木による苗木の増産に向け、「クリーン

ラーチ増産対策協議会」を設置するとともに、新たに生産に取り組む事業者の参入促進として、幼苗生産

施設の整備等へ支援。 

・ 健全な森林を育成するため、国の森林整備事業等を活用し、計画的な伐採や伐

採後の植林、下草刈りや間伐などの保育を推進。 

・ 市町村と連携し、「豊かな森づくり推進事業」により森林所有者が行う伐採後

の植林に対して支援。 

・ 造林・保育の低コスト化に向け、コンテナ苗を安定的かつ効率的に生産するた

め、ビニールハウスなどの生産施設整備に支援。 

・ 「北海道コンテナ苗利用推進方針」の利用・生産目標(令和10年度)を300万本から500万本に見直し。 

○ 多様で健全な森林の育成・保全 

・ 森林の有する公益的機能の維持・増進を図るため、市町村が主体となり実施する森林環境譲与税を活用し

た森林整備等への支援を実施。また、道内市町村の優良事例をとりまとめた取組事例集を作成。 

・ 流域全体にわたる水源涵養機能や土砂流出防止機能等の高度発揮のため、流域保全総合治山事業により、

治山ダム等の設置と森林整備を4地区で実施。 

○ 胆振東部地震からの復旧 

・ 平成30年9月の北海道胆振東部地震により被災した林地や治山施設について、緊急性の高い箇所から優先

的に復旧を実施。令和4年3月に策定した「胆振東部地震森林再生実施計画」に基づいて、引き続き、被災

森林の植林や治山対策を計画的に推進。 

○ 事前防災・減災に向けた治山対策等の推進 

・ 豪雨や地震により山崩れや土石流などの山地災害が発生した箇所の早期復旧に

努めるとともに、荒廃した山地の復旧や山地災害の未然防止を図る「山地治山

事業」を148か所で実施。 

・ 近年の異常豪雨の頻発による流木災害への対応として、流木捕捉式治山ダムの

設置や渓流内の危険木除去等の対策を41地区で実施。 

１-２ 林業の健全な発展 

○ 安定的な原木供給と効率的な木材生産 

・ 森林整備の推進や、安定的な原木供給に向けた木材生産の効率化を図るため、高性能林業機械等の導入に

支援したほか、林道や林業専用道の整備など林内路網のネットワークづくりを推進。 

・ ICTハーベスタ等の現地実演会や、リモコン式下草刈り機械による作業の検証など、木材の生産・流通や造

林分野における作業効率の向上を図るスマート林業の取組を推進。 

○ 林業事業体の育成 

・ 「北海道林業事業体登録制度」の登録事業体などを対象とし、経営力向上のためのセミナーや労働安全に

関する研修会を開催したほか、労働安全衛生を確保する装備の導入等に対し支援。 

○ 人材の育成・確保 

・ 地域の森林づくりを担う林業従事者を育成するため、林業の基礎知識や機械操

作の技術・技能を習得する研修、資格取得への助成などを実施。 

・ 新規就業者を確保するため、全ての振興局管内に設置した「地域林業担い手

確保推進協議会」により、インターンシップなどの就業体験のほか、林業の

魅力を紹介する動画の配信や、SNS等による魅力発信などを実施。 

 

 

 

林業現場体験学習 
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１-３ 木材産業等の健全な発展 

○ 輸入材の価格高騰と輸入量の減少による林業・木材産業への影響 

・ ロシアのウクライナ侵攻など不安定な国際情勢や急激な円安の影響で、輸入材から国産材への転換を図る

動きが広まり、道産建築材の需要の高まりに伴う道内製材工場の原木不足に対応するため、林業・木材産

業関係団体や国・道で構成する連絡会議において、情勢の共有・分析、対策の検討を実施。 

・ 道有林において、立木販売時期の前倒しや素材生産業者への早期伐採・搬出の働きかけを実施するなど、

森林管理局と連携しながら木材需要の急増に対応。 

○ 道産木材の利用の促進 

・ 「HOKKAIDO WOOD」の認知度向上とブランド力の強化、道産木材の新たな市場開

拓に向け、道内企業とともに「WOOD COLLECTION2022」(東京都)や「台北国際建

築建材及び産品展」(台湾)に出展し、道産木材製品のPRを実施。 

・ 市町村等における公共建築物の木造化・木質化の支援や、民間建築物での道産

建築材の利用促進を図る道産建築材利用支援事業を実施。「HOKKAIDO WOOD 

BUILDING」登録制度により、店舗や事務所、公共施設など36件の建築物を登録

し、施設を紹介する冊子等を活用して道民へのPRを実施。 

・ 道産CLTの利用拡大に向け、設計者や施工者に対する研修により、技術者の育成に取り組んだほか、森林土

木分野での活用の可能性を検討するため、道有林の林道橋の補修にCLTの床板を活用。 

○ 木材産業の競争力の強化 

・ 付加価値が高く、品質の優れた製品の供給体制の構築に向け、木材乾燥施設などの導入を支援。 

・ 道産トドマツ建築材の供給力強化のため、製材工場とプレカット工場のマッチングの取組を推進。 

２ 木育の推進 

２-１ 道民の理解の促進 

・ 木育活動に関するアドバイザーやコーディネーターの役割を担う「木育マイス

ター」の育成研修を開催し、24名を認定（認定数：累計323名）。また、既認定

者に対して、フォローアップ研修を実施。 

・ 企業と連携した「木育プロジェクト」として、三井不動産グループが実施する

SDGs目標達成への取組とタイアップし、木育マイスターによる木工クラフトワ

ークショップやレバンガ北海道とのコラボ企画など多様なイベントを開催。 

２-２ 青少年の学習の機会の確保 

・ 道民の森において、森林を通じて自然の恵みやすばらしさを学ぶ環境教育プロ

グラムを小中学校16校、延べ2,274名の児童生徒に対して提供。 

・ 道内の大学等と連携し、学校のカリキュラムを活用した木育講座や学生が運営

する木育イベント等を実施。 

２-３ 道民の自発的な活動の促進 

・ 企業・団体による森林を活用した木育活動の事例を紹介した木育・木質空間普

及啓発資材「森でつながる」を作成。ホームページやＳＮＳ等で広く発信し、

道民の自発的な参画を促進。 

・ 道民へ木育や森林づくりをPRするため、森林ボランティア団体や木育活動団体

などが参加する「道民森づくりの集い」を開催（参加者数：1,248名）。 

・ 「ほっかいどう企業の森林づくり推進協議会」を設置し、情報発信や普及PR、

森林づくりコーディネーターの育成などに取り組み、制度を開始した平成19年

度から令和4年度までに65件の森林整備に関する協定が締結（森林整備面積：約1,000ha）。 

・ 道民の森林づくりへの自発的な参加を促進するため、漁協女性部が取り組む「お魚殖やす植樹運動」を支援

（全道7か所、参加者数：410名）。 

３ 山村地域における就業機会の確保等 

・ 新規参入者を通年雇用する事業主に対して奨励金を支給し、雇用の安定化と林業への定着を促進。 

・ 特用林産物等の地域資源を活用した山村振興の取組を促進。 

４ 森林づくりに関する技術の向上 

・ （地独）北海道立総合研究機構森林研究本部(以下「森林研究本部という。」)と情報交換や調査協力など

で緊密に連携し、地域のニーズに応じた試験研究を促進。 

・ 森林研究本部との「森づくり研究成果発表会」の共催や、地域関係者等と連携した研修など、森林所有者

や市町村、森林組合等の林業事業体の職員に対する技術や知識の普及指導を展開。 

三井アウトレットパーク 
札幌北広島会場 

学生による木育ワークショップ 

道民森づくりの集い 

台湾建材展の北海道ブース 
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５ 道民の意見の把握等 

・ 地域住民が企画・計画段階から参加・協力する森林づくり関連事業など、森林づくり活動に道民意見を反映

させる取組を展開。 

６ 道有林野の管理運営 

・ 自然条件や社会条件が良く効率的な施業が可能な人工林において、公益的機能の発揮に配慮しつつ、計画

的な伐採と再造林を積極的に実施。 

・ 林業事業体の育成に向け、計画的な雇用の確保や設備投資が図られるよう、複数年にわたる森林整備に係

る協定として「道有林野伐採・造林複合協定型森林整備事業」を4つの管理区で実施。 

・ 道有林の一部において、企業と連携し、航空レーザ測量を活用した大規模な森林由来クレジットの創出に

試行的かつ先導的に取り組むこととし、令和5年1月、公募型プロポーザルにより最良の企画提案を行った

企業と協定を締結。取組により得られたノウハウを市町村等へ普及し、道内の森林整備を一層推進。 

Ⅲ 連携地域別の森林づくり 

北海道総合計画の６つの連携地域において、(総合)振興局が自ら取り組む事業（地域政策推進事業など）に

より地域の特性に応じた森林づくりを推進。 

また、全道各地域では、林業の担い手を確保するため、林業事業体や教育機関、行政機関等を構成員とする

地域林業担い手確保推進協議会において、課題の共有をはじめ、森林・林業の魅力の発信や通年雇用化、就業

環境の改善などを促進する取組、北森カレッジの地域実習の受け入れなどを実施。 

（道央広域連携地域：空知・後志・胆振・石狩・日高） 

 林業担い手確保推進協議会による現場体験や動画を活用した魅力紹介、地域材の利用推進に向けたパネル

展、胆振東部地震で被災した森林の再生に向けた植樹会、高校・大学と連携した木育活動の実施など。 

（道南連携地域：渡島・檜山） 

 道南スギ等の地域における消費拡大に向けた、高校生による校舎空間の木質化を検討するワークショップ

や、道南圏域木育フェスタ、園児を対象とした木育活動の実施など。 

（道北連携地域：上川・宗谷・留萌） 

 地域が一体となった森林認証材の利用促進、ゼロカーボン北海道の視点を取り入れたパネル展や展覧会、

林業担い手確保推進協議会による企業説明会や北森カレッジと連携した見学実習の実施など。 

（オホーツク連携地域：オホーツク） 

 道有林整備に伴い伐採した針葉樹の不良大径木の有効活用に向けた取組や、動画を活用した森林認証材をは

じめとするオホーツク産木材製品のPR、オホーツク圏域木育フェスタの実施など。 

（十勝連携地域：十勝） 

 十勝圏域木育フェスタ、林業担い手推進協議会による林業・木材産業就業ガイダンスや高校生を対象とし

たセミナー、市町村や企業など多様な主体の連携・協力による木育活動の実施など。 

（釧路・根室連携地域：釧路・根室） 

 地域材の利用拡大に向けた木造畜舎促進プロジェクトチーム会議、林業担い手確保推進協議会による森林・

林業に関する出前講座、市町村職員等を対象とした森林づくり交流会の実施など。 

Ⅳ 多様な主体との連携による森林づくりの推進 

・ 14振興局全てに市町村や関係団体が参画する「森林吸収源対策推進地域協議会」を設置し、市町村が森林

環境譲与税を活用した森林整備を推進できるよう研修会の開催や相談窓口の設置など支援体制を強化。 

・ 道と北海道森林管理局による「林政連絡会議」や地域の課題解決のための現地検討会などを実施。 

第２部 令和４年度に講じた施策 

第１章 森林づくり施策の基本方向 

北海道森林づくり基本計画に基づき、「森林資源の循環利用の推進」と「木育の推進」を柱とした取組を一層

推進するため、森林づくりに関する施策を総合的かつ計画的に展開。 

第２章 令和４年度森林づくりに講じた施策 

Ⅰ 令和４年度の主な施策について 

北海道森林づくり条例に定める基本理念の実現に向け、北海道森林づくり基本計画の施策推進の基本的な方向

に沿って、森林・林業・木材産業をめぐる情勢の変化等を踏まえ、次の施策を重点的に展開。 

（森林資源の循環利用の推進） 

 ゼロカーボン北海道の実現に向けた活力ある森林づくり 
 広葉樹資源の育成・有効活用 
 道産トドマツ建築材の安定供給体制の強化 
 森林づくりを担う「人材」の確保 
 スマート林業による効率的な施業の推進 
 HOKKIADO WOODブランドの浸透などによる道産木材の需要拡大 

（木育の推進） 

 木育マイスターや企業などによる木育活動の推進 




